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管 理 運 営 業 務 

 

【桶川市新小針領家グラウンド】 

 ＜A面＞ 

１．施設規模 

１９,８６２.７５㎡（天然芝） 

管理棟（プレハブ）、トイレ、物置 １棟 

駐車場２１台 

２．業務内容 

・利用申請の受付は桶川市舎人スポーツ・パークにて実施 

・料金の徴収は、利用日当日に新小針領家グラウンド A面にて実施 

施設利用のあった日の翌平日の午前９時から１２時までに金融機関に納入 

・休業日  １２月２９日から翌年１月３日及び７月、８月、１月、２月（芝生養生

期間） 

・利用日  上記の休業日を除く日曜日のみ 

・利用者の確認、鍵の開閉、施設点検及び巡視 

・施設内清掃  必要に応じて実施。 

・除草作業 

（駐車場・植栽の除草） 

利用者が快適かつ安全に使用できるよう随時行うこと。 

（グラウンドの除草） 

・芝生養生期間中の７月、８月は週３回 

・３月、４月、５月、６月、９月、１０月、１１月、１２月は土曜日及び祝日 

芝刈り、施設内清掃、芝生散水と併せ必要に応じ実施。なお、就業予定日が悪天

候等の就業困難な場合、開始終了時間を変更又は他の日に振替作業する。 

・ゴミ片付け（運搬）  月１回及び除草作業後 

 

＜B面＞ 

１．施設規模 

９,４４６.３㎡ 

トイレ（汲み取り）、物置 ２棟 

駐車場２０台 

２．業務内容 

・利用申請受付、料金の徴収及び徴収した料金の金融機関への納入、利用者の確認、

鍵の貸出と受取を桶川市舎人スポーツ・パークで実施する。 

・開場日 １２月２９日から翌年１月３日を除く 

     ５月～８月  ６時３０分～１９時３０分 
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     ９月～４月  ７時３０分～１７時３０分 

・トイレ等の清掃  週１回３時間 

・ゴミ片付け（運搬）  月１回 

・塩化カルシウム散布 

年２回、塩化カルシウムをグラウンドに散布する。 


